
行政刷新会議「事業仕分け」 

第２WG評価コメント 
 
評価者のコメント 

事業番号２-７２ 独立行政法人③ 

          （１）（独）産業技術総合研究所運営費交付金 

          （２）（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）運営費交付金 

          （３）ＮＥＤＯ省エネ・リサイクル法債務保証基金 

（（独）産業技術総合研究所運営費交付金） 

● 管理に係る人件費の見直し等を行い経費の削減を図るべき。事業の必要性・有効性を十分精

査し経費縮減をすべき。 

● 管理費が高すぎる。3 割程度の削減が可能。 

● 役員数半減、役員報酬は抑制（1 年以内）。NEDO 以外の外部資金をもっと獲得できるよう努

力すべき。 

● NEDO を含めて組織・業務のあり方を全面的に見直す。理事の数・報酬を見直す。 

● 理事半減／人数削減。センター9 か所を統合。NEDO を統合して大幅なリストラをする。研究費

をもう少し自由にすること。 

● 人件費を 4 億円削減。独立行政法人が本省から独立経営ができていない（人事権、予算縮

減）。 

● 産総研と NEDO の組織・関係性を見直す必要がある。 

● 産総研の研究業務の厳選が必要。 

● 正規職員と非正規職員の別をできるだけなくす方向で良い研究開発の土台を作っていただき

たい。研究開発の資金を公平・公正に行う仕組みづくりがあれば国民にその存在の意味を理解

していただける。 

 

（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）運営費交付金） 

● 産総研を含めて組織・業務のあり方を全面的に見直す。理事の報酬を見直す。 

● 高コスト体質の見直し。産総研を含めて組織・業務のあり方を全面的に見直す。 

● 産総研に統合する。その上で合理化する。 

● 構造上、産総研との重複が多く、単独の存在価値が不明。プロジェクトマネージメント能力等に

も疑問。 
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● 産総研に統合する。 

● 管理人件費の引き下げによる経費削減を行うべき。企業負担・知的所有権の活用による収入

増など、収入確保を図る必要がある。 

● 役員報酬の抑制。減資が必要（1年以内）。これまでの事業仕分けの結果を反映して交付金を

削減すべき。 

● 人件費 5％削減。余剰資産は国庫返納。 

● 役員報酬の引き下げ。関連公益法人との取引の更なる透明化。 

● 1,300 億円もの予算が要求されているのに明確な実現目標が示されていない。 

● NEDO を通じた技術開発は抜本的に見直すべき。 

 

（ＮＥＤＯ省エネ・リサイクル法債務保証基金） 

● すべての基金にコストが生じていることを認識したうえで不要基金は全額国庫に返納。 

● 議論の余地なく不要額全額を国庫返納。 

 

ＷＧの評価結果 

（独）産業技術総合研究所運営費交付金 

見直しを行う 
（廃止 ０名 自治体/民間 ０名 見直しを行わない １名  

見直しを行う １１名： 

ア.管理費の引下げ・業務効率化 １０名  

イ.その他 ４名） 

 

 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）運営費交付金 

見直しを行う 
（廃止 ３名 自治体/民間 ０名 見直しを行わない ０名  

見直しを行う ９名： 

ア.管理費の引下げ・業務の合理化 ８名  

イ.余剰資産の返納 ６名 

ウ．その他 ２名） 
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ＮＥＤＯ省エネ・リサイクル法債務保証基金 

見直しを行う 
（廃止 ０名 自治体/民間 ０名 見直しを行わない ０名  

見直しを行う １２名： 

ア.不要額全額を国庫返納 １２名  

イ．その他 ０名） 

 

とりまとめコメント 

（（独）産業技術総合研究所運営費交付金） 

（（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）運営費交付金） 

二つの独法については、両法人のあり方、役割、そもそも二つある必要があるの

かということまで含めて組織のあり方を抜本的に見直していただきたい。特に、人

件費、間接部門、事務部門の費用が多すぎるのではないかという問題があるの

で、業務のあり方を抜本的に見直すことによってより良い研究ができるようにしてい

ただきたい。 

 

（ＮＥＤＯ省エネ・リサイクル法債務保証基金） 

基金については法改正をしてでも直ちに返還ということが結論。 

 

 


